
＜個別案件確認表（組織委員会）＞  

               組織委員会担当確認  令和３年 4月 15日 

                 新型コロナ作業部会確認  令和３年４月 28日 

 

事業名 新型コロナ陽性者（選手等）の宿泊療養施設の借上げ及び運営委託                                                     

案件名 同上                                      

確認の視点 組織委員会の見解 備考 

経費の負担が令和 2

年 12月 4日の合意の

考え方に基づくもの

であること 

本事業は、選手等に対する新型コロナウ

イルス検査の結果陽性となった者のうち、

軽症又は無症状の者について、一定期間の

隔離及び健康観察を実施する施設を借上げ

るとともに、生活面の支援や施設運営に関

する業務を委託するものである。よって新

型コロナウイルスへの感染防止対策として

必要な事業であり、令和 2 年 12 月 4 日の

合意による、大会の追加経費のうち新型コ

ロナウイルス感染症対策関連の経費に該当

するものと考えている。 

 

事業の執行に当た

り、大会運営を担う

組織委員会が一括し

て執行した方が効率

的、効果的であるこ

と 

本件は、大会運営の一環として行う事業

であり、選手村総合診療所等における医療

サービスの提供に係る既存事業との一体性

を保つ必要のある事業である。よって、組織

委員会が一括して執行した方が効率的かつ

効果的と考える。 

 

経費の内容等

が必要性（必要

な内容、機能か

など）、効率性

（適正な規模、

単価かなど）、

納得性（類似の

ものと比較し

て相応かなど）

等の観点から

妥当なもので

あること 

必
要
性 

陽性となった選手等の宿泊療養体制を確

保することは、選手等が安心・安全な環境の

下大会に参加するために必要不可欠であ

る。また本件は、新型コロナウイルス感染症

対策調整会議の中間整理においても必要性

が示されている事業である。 

 

効
率
性 

本件は、施設確保にあたっては過去の感

染者数データ及び厚生労働省のガイドライ

ンに基づき宿泊療養者数を想定することで

必要な施設規模を設定しており、運営委託

についても自治体による宿泊療養施設の運

営事例を参考に必要最低限の内容としてい

る。 

 

資料２ 



納
得
性 

本件は、東京都による同種の事業と比較

することで各種費用の金額の妥当性を検証

し、さらに相手方との減額交渉を行ったう

えで契約金額を決定している。よって他の

事例と比較しても適正である。 

 

その他経費の内容等

が公費負担の対象と

して適切なものであ

ること 

本件は、新型コロナウイルス感染症対策

として必要な業務に係る経費であり、公費

負担の対象として適切である。また、Ｖ５予

算内に収まっている。 

引き続き、経費が最小限のものとなるよ

う抑制・削減に取り組む。 

 

 


